
 京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則

を公布する。 

  令和３年３月３０日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

 京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部を次のように改

正する。 

 第１９条第１項各号列記以外の部分中「及び区役所」を削る。 

 別表カドミウムの項中「０．０１ミリグラム」を「０．００３ミリグラム」に，「Ｋ０１

０２ ５５」を「Ｋ０１０２ ５５．２，５５．３又は５５．４」に改め，同表トリクロ

ロエチレンの項中「０．０３ミリグラム」を「０．０１ミリグラム」に改める。 

   附 則 

 この規則中第１９条の改正規定は公布の日から，別表の改正規定は令和３年４月１日か

ら施行する。 
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